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災害件数（令和7年1月～3月10日現在）
・火 災 1件（年間 1件）
・救 急 消防署 89件（年間 89件）

上流出張所 58件（年間 58件）
合 計 147件（年間 147件）

昨年4月に採用された１名が消防学校や消防署での厳しい研修を終え、今年の4月
から各所属で勤務しますので、よろしくお願いします。

－那賀町消防本部の新たな戦力－

幼い頃から少年野球などでお世話になった那賀町で、
夢だった消防士になれたことを大変嬉しく思います。

４月から災害現場に出動しますが、町民の皆様に
安心・安全を与えられるように日々の訓練など精一杯
励みます。また、町民の皆様から愛される消防職員に
なりたいと思います。
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－署所合同救助訓練実施－ 令和７年３月
１０日に署所
合同救助訓練
を実施しまし
た。署所での
連携強化を目
的とし、より
安全かつ迅速
な活動が出来
るように尽力
しています。



全ての住宅に設置が義務付けられています 家族を守る 住宅用火災警報器

那賀町消防本部では令和７年３月３日からe-Gov電子申請を利用した
消防関係法令の電子申請を開始しました。

※e-Gov電子申請とはデジタル庁が電子政府政策の一環として、各府庁が所管
する様々な行政機関への申請や届出などの手続きをウェブサイト上で行えるように
提供する国のシステムです。

現在まで使用可能だったマイナポータルぴったりサービス（令和７年
３月３１日をもって利用終了）を利用した消防関係の電子申請１８手続
きから、e-Gov電子申請では消防関係６９手続きが利用可能となりま
した。
手続き可能な主な申請・届出は以下のとおりです。

e-Gov電子申請の利用方法
現在、申請・届出はパソコンからのみ可能となっております。
e-Gov電子申請を利用するにはe-Govアカウントの取得

および専用アプリケーションのダウンロードが必要となり
ます。アカウントの取得方法、アプリのダウンロード
方法はこちらから。 ➡➡➡ （e-Govサイト）

（https://shinsei.e-gov.go.jp）

消防関係の電子申請に関する詳しい情報は那賀町の
ウェブサイトにも掲載しておりますので、そちらも
ご確認ください。 ➡➡➡ （消防本部ホームページ）
ご不明な点がございましたら消防本部予防係まで

お問い合わせください。（0884-62-1191）
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統括防火・防災管理者選任（解任）届出書 全体についての消防計画作成（変更）届出書

防火対象物点検結果報告書 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

防災管理点検結果報告書
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更
届出書

自衛消防組織設置（変更）届出書 防火対象物使用開始届出書

消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書

火を使用する設備等の設置届出書
（炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸
設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房
機・火花を生ずる設備・放電加工機）

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果
報告書

火を使用する設備等の設置届出書
（急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・
変電設備・蓄電池設備）

工事整備対象設備等着工届出書 自衛消防訓練通知書


